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京都市以外での取組事例 

 

○情報インセンティブ 

取組事例   概  要 類似事例 課題等

ごみ分別の 

手引き 

北海道富良野市では｢ごみ分別の手引き｣お

よび｢分別辞典｣を作成、配布。｢分別辞典｣

には約 1,200 品目について、分別区分を明

記。分別のポイントや収集場への出し方、市

指定の収集袋の販売店、分別辞典等について

解説。 

・ 岩手県花巻市では、分別およびリサイクルの

手引きとして｢ごみ分別大辞典｣を作成、全世

帯に配布している。 

・ 大阪府豊中市では英語、中国語をはじめ４カ

国語で翻訳した外国語版のごみ分別冊子を発

行している。 

・ 常に市民に目に触れ、有効活用され

るような情報を盛り込むことが必

要となる。 

・ 商品購入の判断材料となりうる環

境配慮情報（データ）を合わせて盛

り込むことも有効と考えられる。 

発生抑制 

IT 技術の 

利用 

長野県更埴市では、ごみ袋に貼られたバーコ

ードシールを収集時に端末で読みとり、その

データを分別の徹底や廃棄物削減計画に活

用。バーコードシールは市から住民に配布さ

れる。導入前に比べ可燃ごみ量は半減。 

・ 住友金属鉱業と住金制御エンジニアリング

は、人工衛星と重量センサー付きのごみ収集

車を利用し、ごみの量や種類、収集場所等の

情報を管理できる｢ごみ削減戦略情報 GIS シ

ステムの事業を展開。これを用いて京都府木

津市では 1999 年度からモデル地区を定め

てシステム稼働。10%の可燃ごみが減量。 

・ 収集したデータを解析することで、

将来のごみ発生予測が可能。 

・ 収集したデータを、いかに市民にフ

ィードバックするか、内容・方法等

の検討が必要。 

リユース

促進 

不要品売買 インターネット上では、楽天の運営するフリ

ーマーケットオークション／中古市場など

多数の中古品オークション、中古品交換のサ

イトが開設され、利用されている。 

・ 多数の自治体で、不要品売買のための情報交

換の場を提供している。 

・ 京都市では、家庭の不要品について、譲りた

い人と譲って欲しい人が情報交換するシステ

ムを実施。電話や FAX 以外に、百貨店や図

書館等に設置したタッチパネルからも情報の

受付および提供が可能。 

・ 取引参加者に関する身分確認を行

うことができるシステムが必要で

ある。また、売買を仲介する場合は、

古物営業法上の届出が必要となる。 

・ システムを市民に周知させること

および情報へのアクセス手段の多

様化が必要となる。 

・ リユース品使用上の安全性を確保

する手段が必要となる。 

その他  エコライフ

認定、 

環境家計簿 

大阪市でも環境家計簿を使用し、環境に配慮

した家庭に｢なにわエコライフ認定証｣を発

行。 

・ 多数の自治体が環境チェックリストや環境家

計簿を発行している。公益団体や企業では、

組合員や社員、顧客を対象とした環境家計簿

が配布されている場合がある。 

・ 京都市でも、環境意識の定着に向け、｢エコラ

イフ認定制度｣の仕組み作りを検討･試行して

いる。 

・ 認定制度を市民に周知させること

および、認定を受けるインセンティ

ブが必要となる。 

3
5



○経済的インセンティブ 

取組事例   概  要 類似事例 課題等

発生抑制  有料化 全国の市町村のうち、粗大ごみを除く家庭ご

み（混合ごみ、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ご

みのいずれか）について、手数料を徴収して

いる市町村は 1,620（50.2％）ある。 

・ 滋賀県守山市では、指定ごみ袋の有料販売に加

え、一定枚数以上購入の場合の価格設定を高く

することにより、1 人 1 日あたりのごみ量で

は 4 割減を維持している。 

・ 同様の方式を採用している自治体として、岐阜

県関市、静岡県御殿場市などがある。 

・ 有料化により、事業系一般廃棄物

が増加する場合があるとの指摘も

あり、他の施策と合わせ実効的な

発生抑制策とする必要がある。 

 

 

デポジット 東京都八丈町では、缶飲料の販売時にデポジ

ット金 10 円を上乗せして販売している。 

・ 京都市上京小売酒販組合は、47 店舗でデポジ

ット制度を導入。デポジットまたはリユース可

能な瓶にシールを貼り、デポジット金額を加算

して販売する。空き瓶を消費者が持ち込んだ場

合はデポジット金額を支払う。 

・ 東京都東村山市では今年 4 月に法定外目的税

として、飲料用 PET ボトル 1 本に 20 円程度

の課税が妥当とする報告書をまとめた。 

・ システムへの参加店舗と非参加店

舗で価格差が生じてしまうため、

販売全店の協力が必要となる。 

 

 

レジ袋税 杉並区ではレジ袋に 1 枚 5 円の環境目的税

を課す条例を 2002 年 3 月に可決･成立。 

 ・ 2003 年度以降に改めて実施時期

を判断するが、議会が将来的に課

税に応じない可能性もある。 

 

グ リ ー ン コ

ン シ ュ ー マ

ー育成促進 

中部リサイクル運動市民の会と JCB が提携

し て 、 グ リー ン コ ン シュ ー マ ー カー ド

｢E’s(イーズ)JCB カード｣を発行している。

エコショップでの買い物や、リサイクルセン

ターへの資源ごみ持ち込みをすると買い物

ポイントが加算される仕組み。 

・ 東京都国立市では商工会議所が中心となって、

商店街カード｢くにたちカード｣を発行してい

る。マイバックの持参や牛乳パックの回収等に

対してポイントを加算する仕組み。1997 年

に開始。 

 

・ 住民への周知活動が不可欠。 

・ ポイントが加算される対象の拡大

を目指す。 
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○その他関連する取組(1) 

取組事例   概  要 類似事例 課題等

家電レンタル 

リース 

東芝は「家電レンタルパック」と呼ばれる、

ひとり暮しに必要な家電製品 4 商品を

3,800 円/月でレンタルできるサービスを

提供。配送･設置から引取りまで全て無料で、

メンテナス付き。 

・ 特定非営利活動法人（NPO）イ・キューブで

は、社団法人環境生活文化機構より助成を受

け、2001 年度より「家電リースの推進によ

る顧客満足度を高め環境負荷を削減する社会

実験」実施のための検討を行っている。 

 

・ 単身赴任者や大学生等の短期利用

者が、主要な利用者。一般家庭で

の利用普及には、“所有”に対する

ユーザーの意識の変化、廃棄まで

含めたトータルのコスト面での優

位性等が必要となる。 

布おむつ 

レンタル 

株式会社ニックは病院、産婦人科、保育所、

及び個人向けに、布おむつのレンタル事業を

実施している。個人家庭向けには、2 つの料

金体制から選択肢、ネット上で申込可能。 

ナイスミドルサービス社は丸紅とともに｢レンタ

布おむつ｣サービスを実施している。専門クリーニ

ング業者による配送･使用･回収･洗濯および配達

レンタルシステム。施設関係の利用が進んでいる。 

・ 一般家庭へのサービス拡大が期待

される。 

 

 

発生抑制 

シェアリング 東京都稲城市では、住宅地域で買い物などに

行く主婦層など個人を対象とし、1999 年 9

月より電気自動車のシェアリング事業を実

施。 

・ 横浜市、大阪市をはじめ数都市でも電気自動車

を用いた社会実験を実施。 

・ 三鷹市ではガソリン車での実験を実施。 

・ 名古屋市ではハイブリッド車での実験を実施。 

・ 福岡市では、市営地下鉄と市営有料駐輪場の共

通定期券｢乗っチャリパス｣を発行。また、放置

自転車を市職員の共通自転車｢ちゃりエコ｣と

して共同利用。 

・ 高松市では、高松駅と商店街にレンタサイクル

のステーションを設置し、どのステーションで

借りても、都合のよりステーションに返却でき

る事業を実施。 

・ 電気自動車を用いたシェリング事

業では、電気自動車の購入価格、

充電ステーションの整備が課題。 

・ 普及させるためには、利用しやす

い駅前等における駐車(駐輪)場の

設置が必要。 

・ 駐車(駐輪)場が近接しており便利

なこと、予約が簡単であること、

利用料が妥当であることが必要。 

  ばら売り

量り売り 

宝酒造は焼酎の量り売りを実施。消費者は持

ち込んだ容器に必要な量だけ購入可能。 

酒販店チェーンである徳岡は酒類の量り売

りディスカウント店を展開中。通常の容器入

り商品よりも 15～20%安い価格設定。 

・ イオングループでは、野菜類を中心にばら売り

や量り売りを実施。 

 

・ 消費者にサービスを周知させるこ

とが必要。 

・ 酒類に限らず、他の飲料･食品への

展開が課題。 
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○その他関連する取組(2) 

取組事例   概  要 類似事例 課題等

発生抑制  エコ小売店

認定制度 

足立区ではリサイクルに積極的な区内の 77

店舗、5 商店街を｢Ｒ(アール)のお店｣として

認定し、広報誌等で紹介している。 

板橋区ではごみの減量及びリサイクルに積

極的な事業者を｢リサイクル促進事業者｣と

して認定し、区民に紹介している。 

・ 京都市では、簡易包装の促進、再生品の販売、

食品トレイや牛乳パックの店頭回収等、ごみの

減量、リサイクルに取り組んでいる店を｢めぐ

るくんの店｣として認定。ネット上で、各地域

における｢めぐるくんのお店｣を検索すること

ができる。 

・ 名古屋市では廃棄物の減量化やリサイクル促

進に取り組んでいる小売店を｢ごみ減量推進店

(ゲンちゃんの店)｣として認定する制度を実施

している。 

・ 消費者にとって認証店舗を利用す

る何らかのインセンティブが必要。 

・ 店舗を住民へ紹介･広報すること

で、来客数の増加等の店舗へのフィ

ードバックがある事が必要。 

・ 認定制度のための基金の制度化が

必要。 

リユース

促進 

中古品リユー

スネット 

北九州リサイクルプラザでは、粗大ごみ中の

家具類を修理し、展示、提供している。家具

の希望者は抽選により選ばれ、修理費の一部

を負担し、商品を引き取ることができる。 

・ 早稲田大学生協は、組合員から不要な電化製品

や家具等を引取り、修理し、組合員に格安で販

売。対象は同大学学生および教職員のみ。 

・ am／pm ジャパンは家庭で不要になった電化

製品を 100 円で引取り、整備・再生し、ネッ

ト上で販売。 

・ サービスの周知、利用者の拡大、

および、商品の多様化が必要。 

・ 再生･修理不可能な物の取り扱い

が課題。 

リサイク

ル促進 

古新聞回収 首都圏では新聞販売店が各家庭に古新聞用

の回収袋を配布し、各家庭の玄関先から指定

した日に古新聞を回収する仕組みを作って

いる。回収は新聞販売店と連携して古紙回収

業者が行い、トイレットペーパー等を排出者

に還元している。 

・ 北九州市では、地域で実施されている古紙集団

回収に対して奨励金を交付している。また、古

紙のリサイクル活動を支援するために、資源回

収用保管庫の貸与や公共施設の保管庫設置を

進めている。 

・ 逆有償の解消または引き取り価格

の低減が必要。 

・ ビニール袋の封筒や窓付き封筒な

ど異物の混入が多い。 

・ 再生可能な紙製の整理袋と、ビニ

ール製の整理袋が混在している。 

その他  エコマネー 宝塚市では｢ZUKA｣と呼ばれるエコマネー

の流通実験を実施。市内の大手スーパーで

は、買い物袋を持参した客にエコマネーと交

換できるポイントを与える。 

・ お金に換金できない福祉やボランティアなど

の活動に対価として導入されている例は多く、

長野県上伊那市、福井県小浜市、滋賀県草津市

など。 

・ 三田市では、市民団体が環境保全のボランティ

アに対して、有機野菜の購入や喫茶店で利用で

きるエコマネーの配布を市に提案。 

・ 商店街の活性化策として導入させ

る場合があるが、制度に関する理

解度の低さから普及しにくい。 

・ 事務局として市民と行政、事業者

で運営する NPO が必要だが、

NPO 設立に時間がかかる。 
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○行政の取組(1) 

取組事例   概  要 類似事例 課題等

リサイク

ル促進 

分別収集 名古屋市では、平成 11 年に｢ごみ非常事態｣

を宣言し、資源の毎週収集、不燃ごみ、スプ

レー缶類の各個別収集を実施。その他、プラ

スチック製容器包装、紙製容器包装、ペット

ボトルをステーション方式で収集。家庭ごみ

指定袋制度を導入。民間団体による市内 42

カ所でのリサイクルステーション活動（古

紙、紙パック、瓶、缶、衣類、なべ･やかん

類、食品トレイなどの回収を実施）に対する

支援も行っている。2000 年度からは古紙

回収について、学区の住民団体、古紙回収業

者、新聞販売店、行政の連携による｢学区協

議会方式｣を開始。 

・ 分別数の多い自治体としては徳島県上勝町、愛

知県碧南市、熊本県水俣市などがある。 
・ 碧南市は可燃ごみ、粗大ごみのほか、資源化可

能なごみとして古新聞やペットボトル、古布な

ど２５種類に分別して回収。また、有料回収の

粗大ごみも、市民が５種類に分別して出せば無

料で回収する仕組み。 

・ 水俣市は２３種類に分別、回収。空き瓶も、再

使用可能な「生き瓶」と雑瓶(６種類)に分類。 

・ 神戸市では、小学校を拠点として空き缶の回収

を実施。集まった空き缶はリサイクルサンター

で分別され再生工場へ運搬させる。 

・ 市町村担当者による住民へのねば

り強い説明が必要。 

・ 各自治体、地域内で他の住民を指

導、監督できるボランティアが必

要。 

・ 各個人の意識改革が重要。 

・ 再利用可能な容器の利用や量り売

りの促進といった、他の廃棄物の発

生回避対策と組み合わせて実施す

るべき。 

その他  環境教育 大阪市では、大阪市環境科学研究所、桃陽小

学校、天王寺保健所等が共同で小学校 5 年

生を対象とした｢環境教室｣のモデル事業を

実施。スーパーへ出かけて実際に買い物を

し、包装材を計量してその多さを学んでい

る。 

・ 京都大学の学生団体、京大ゴミ部では小学生を

対象に、個別学習指導と組み合わせた形で、体

験型の環境学習を実施している。これまでに計

10 回開催しており、現代版寺子屋のようなも

のを目指している。 

・ 神戸市では、市立小学校と各区にある出先事業

所が一緒になって｢ふれあいごみスクール｣を

開催。ごみ収集車が小学校に出向き、パッカー

車の仕組みやごみの出し方のルールなどに関

する説明をしている。 

・ 児童が学校で学んだ環境教育が各

家庭における廃棄物対策に反映さ

れる事が期待される。 
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○行政の取組(2) 

取組事例   概  要 類似事例 課題等

食品残さ 

リサイクル 

静岡県富士川町の学校給食センターでは、調

理の際に発生する野菜屑と町内の全小･中学

校(2100 食分)の給食残さを利用し、堆肥化

を実施。製造された堆肥は給食センター及び

富士川町を通して、各学校や町民に配布され

ている。 

・ 静岡県韮山町、神奈川県開成町、神奈川県座間

市では、学校給食センターやリサイクルセンタ

ー、地元組合などが学校給食の食品残さを回

収、堆肥化し、地元農家や学校に還元している。 

・ 茨城県霞ヶ浦町立下大津小学校では、校庭内で

堆肥化し、校内の花壇や体験農園で利用。町か

ら資材調達費の補助を受けている。 

・ 学校給食以外に、社員食堂、外食産業などの食

品残さを収集し、堆肥化している事例もある。 

・ 生徒に食べ残しについて問題意識

を持たせるとともに、食品残さの

循環利用を通して環境教育に役立

てている。 

・ 対象を各家庭における食品残さに

も拡大し、事業として確立させる

事が課題。 

・ 堆肥の需要と供給のバランスを保

つことが必要。 

その他 

ごみ収集 

サービス 

大阪市では、一人暮らしのお年寄りや障害者

家庭で、ごみを指定場所まで持ち出すことが

困難である世帯を対象として、家庭までごみ

の収集を行うサービス｢ふれあい収集｣を実

施。 

・ 名古屋市(なごやか収集)、川崎市(ふれあい収

集)、神戸市(ひまわり収集)でも類似の制度を実

施。 

・ 三鷹市では一部の地域で、可燃ごみの夜間･早

朝収集を実施。町の美化やカラス対策、ごみの

散乱防止、作業効率向上、周辺の交通渋滞緩和、

ごみの出し遅れ防止などの鋼がある。 

・ サービスの提供対象者の範囲や手

数料の設定の考え方などについて

検討の必要がある。 
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